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国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
・
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の

年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
の
は
、
令
和
2
年
中
に
納
め

ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。

（
令
和
2
年
中
に
納
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
過
去
の
年
度
分
の
保
険
料
や
追

納
し
た
保
険
料
も
対
象
と
な
り
ま
す
）

▼
証
明
書
は
11
月
に
送
付
さ
れ
ま
す

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」（
は
が
き
）が
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
11
月
上
旬
に
発
送
さ
れ
ま
す
。
紛
失
し
な
い
よ
う
保
管
し
、
年
末
調

整
や
確
定
申
告
の
際
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
10
月
以
降
に
初
め
て
納
付
し
た
人
に
は
、
令
和
３
年
２
月
に
送
付
さ
れ
ま
す

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
場
合
な
ど
、
10
月
以
降
に
今
年
初
め

て
保
険
料
を
納
付
し
た
人
に
は
、同
様
の
証
明
書
が
来
年
2
月
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
ご
自
身
の
社
会
保
険
料

控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
族
宛
て
に
送
付
さ
れ
た
控
除
証
明
書
を
添

付
の
う
え
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

国民年金保険料は、税の申告で控除の対象となります
問 大牟田年金事務所（℡52-5294）

年に一度は健康診査を受けましょう
問 福岡県後期高齢者医療広域連合（℡092-651-3111、Fax092-651-3901）

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
を
対
象
に
、

生
活
習
慣
病
の
発
症
や
重
症
化
の
予
防
な
ど
を
目
的
と
し
た

健
康
診
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
生
活
習
慣
病
で
治
療
中
の

人
も
健
康
診
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
人
は
、
医
療
機
関
に
事
前
に
電
話

で
相
談
の
う
え
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
実
施
医
療
機
関
が

分
か
ら
な
い
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
受
診
期
限

令
和
３
年
３
月
31
日
㈬

■
受
診
に
必
要
な
も
の

❶
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

❷
受
診
票

❸
自
己
負
担
金
５
０
０
円

※
受
診
票
は
、
令
和
２
年
４
月
末
現
在
の
被
保
険
者
の
人
に

は
４
月
下
旬
～
５
月
上
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
令

和
２
年
５
月
以
降
に
75
歳
に
な
っ
た
人
に
は
、
誕
生
月
の
10

日
頃
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
受
診
票
が
見
あ
た
ら
な
い
場
合

は
再
発
行
を
し
ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
75
歳
に
な
る
人
は
、
75
歳
の
誕
生
日
以
降
に
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
問
い
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー

　
（
℡
０
９
２
・
６
５
１
・
３
１
１
１
）

　
（
Fax
０
９
２
・
６
５
１
・
３
９
０
１
）

　

〒
８
１
２
・
０
０
４
４

　

福
岡
市
博
多
区
千
代
四
丁
目
１
番
27
号

　
（
福
岡
県
自
治
会
館
５
階
）

　

http://w
w

w
.fukuoka-kouki.jp/kenkosinsa.php

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」に
関
す
る
相
談
は
、

次
の
ダ
イ
ヤ
ル
で
も
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

■
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
（
℡
０
５
７
０
・
０
０
３
・
０
０
４
）

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
番
号
の
電
話
機
か
ら
か
け
る
場
合
は
、

　

０
３
・
６
６
３
０
・
２
５
２
５
に
か
け
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
日
時

▽
月
～
金
曜
日
＝
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

▽
第
２
土
曜
日
＝
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

※
祝
日（
第
２
土
曜
日
は
受
け
付
け
ま
す
）、
年
末
年
始
を
除
く
。

見すごすな  子どもたちの  SOS   11月は「児童虐待防止推進月間」です
問 子ども子育て課 子育て世代包括支援センター係（℡64-1520）、家庭児童相談室（℡64-1566）

農
地
を
住
宅
や
店
舗
な
ど
農
地
以
外
に

転
用
す
る
と
き
、
そ
の
土
地
が
農
振
農
用

地
区
域
で
あ
る
場
合
、
農
地
転
用
許
可
申

請
の
前
に
農
用
地
区
域
か
ら「
除
外
」す
る

手
続
き
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
農
地
を
新
し
く
農
振
農
用
地

区
域
に
入
れ
た
い
場
合
は
農
用
地
区
域
へ
の

「
編
入
」手
続
き
、
農
振
農
用
地
区
域
を

農
業
用
施
設（
農
業
用
倉
庫
・
畜
舎
・
堆

肥
舎
な
ど
）に
す
る
な
ど
、
農
業
上
の
用

途
を
変
更
し
た
い
場
合
は「
用
途
区
分
の
変

更
」手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
変
更
を
希
望
す
る
人
の
申
し
出
を

受
け
付
け
ま
す
。

■
受
付
期
間

11
月
16
日
㈪ 

～
12
月
15
日
㈫

■
受
付
場
所

農
林
水
産
課 

農
政
係

※
山
川
支
所
、
高
田
支
所
で
の
受
け
付
け

は
で
き
ま
せ
ん
。

※
計
画
変
更
は
法
律
に
基
づ
く
要
件
が
あ

り
、
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
き
は
変
更
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
除
外
・
編
入
の
決
定

に
は
、
受
付
期
間
終
了
後
か
ら
10
カ
月
程

度
、
用
途
区
分
の
変
更
決
定
に
は
６
カ
月

程
度
の
期
間
を
要
し
ま
す
。

農業振興地域整備計画変更(除外・編入・用途区分の変更)申出について
問 農林水産課 農政係（℡64-1522）

子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
に

　
〝
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
〟
を

見
つ
け
た
と
き
に
は
、
た
め
ら
わ
ず
に
子
ど

も
を
救
う
た
め
の
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
重

要
で
す
。

　
〝
あ
な
た
〟
か
ら
児
童
相
談
所
や
市
町
村
等

へ
の
連
絡
が
、
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
た

め
の
大
き
な
一
歩
と
な
り
ま
す
（
連
絡
者
や

連
絡
内
容
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
）。
被
害
を

受
け
て
い
る
子
ど
も
や
虐
待
し
て
し
ま
う
保

護
者
か
ら
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

体
罰
に
よ
ら
な
い
子
育
て
を

広
げ
ま
し
ょ
う

　

た
と
え「
し
つ
け
」の
た
め
だ
と
思
っ
て
も
、

体
に
苦
痛
や
不
快
感
を
意
図
的
に
与
え
る
こ

と
は
、
ど
ん
な
に
軽
い
も
の
で
も
体
罰
で
す
。

子
ど
も
へ
の
体
罰
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

体
罰
を
行
う
こ
と
は
、「
落
ち
着
き
が
な
い
」

「
集
中
で
き
な
い
」「
が
ま
ん
で
き
な
い
」「
集

団
行
動
が
で
き
な
い
」
な
ど
の
問
題
行
動
を

生
じ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
な
ど
、
子
ど
も

の
成
長
や
発
達
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
し
ま
す
。

　

虐
待
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
は
、
自
分
で

解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
周
り
に
助
け
を

求
め
て
い
ま
す
。
自
分
の
立
場
や
保
護
者
と

の
関
係
を
考
え
る
あ
ま
り
、
子
ど
も
か
ら
の

サ
イ
ン
を
見
す
ご
し
た
り
、
目
を
つ
ぶ
る
よ

う
な
こ
と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

児
童
虐
待
と
は

心理的虐待 ネグレクト 性的虐待 身体的虐待
言
葉
に
よ
る
脅
し
、
無
視
、
き
ょ
う

だ
い
間
で
の
差
別
的
扱
い
、
子
ど
も

の
目
の
前
で
家
族
に
対
し
て
暴
力
を

ふ
る
う
（
Ｄ
Ｖ
）　
な
ど

乳
幼
児
を
家
に
残
し
て
外
出
す
る
、

食
事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不
潔
な

ま
ま
に
す
る
、
自
動
車
の
中
に
放
置

す
る
、
重
い
病
気
に
な
っ
て
も
病
院

に
連
れ
て
行
か
な
い
、
他
の
人
が
子

ど
も
に
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
な
ど
を

放
置
す
る　
な
ど

性
的
行
為
の
強
要
、
性
的
行
為
を
見

せ
る
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
被
写
体

に
す
る  

な
ど

殴
る
、
蹴
る
、
投
げ
落
と
す
、
激
し

く
揺
さ
ぶ
る
、
や
け
ど
を
負
わ
せ
る
、

溺
れ
さ
せ
る  

な
ど

■
児
童
相
談
所

　
全
国
共
通
３
桁
ダ
イ
ヤ
ル

■
大
牟
田
児
童
相
談
所

　
（
℡
５
４・２
３
４
４
）

１
８
９
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☎


